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令和５年度第２２回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年２月１４日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２５〕                           

① 件  名 

石巻市勤労者生活安定資金融資制度の資金用途の拡充等について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

本制度は、大企業と中小企業の福利厚生面での格差是正するために創設された制度であり、東

北労働金庫が窓口となり市からの預託金に対し融資限度額を設け、低金利で中小企業の勤労者に

対し融資を行っているが、近年は利用が低調に推移しており、利用しやすい制度内容への改正が

必要となっている。 

【目的】 

  融資を希望する中小企業勤労者が利用しやすい制度内容に改正し、中小企業勤労者の生活の維

持安定に寄与するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

石巻市勤労者生活安定資金融資規則（平成１７年規則第１８４号） 
 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

第４章 多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち 

第１節 賑わいと活気にあふれる商工業の振興 

    ２  就業環境の充実を図る 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和５年７月  県内実施自治体に内容等確認 

    ７月～ 東北労働金庫石巻支店と協議 

⑤ 主な内容 

 

１ 現行 

資金用途 一般生活資金 教育資金 自動車資金 

融 資 額 １００万円以内 ３００万円以内 ２００万円以内 

貸付利率 ２．７５％ １．４５％ １．４５％ 

資金用途 

勤労者等の婚姻、出産、

療養、葬祭、住居移転、

住宅修理、災害復旧その

他生活の安定のために必

要な資金 

勤労者等の学校等への

入学又は在学に必要な

資金 

 

 

通勤に供する自動車の購

入に必要な資金 

 

 

 

２ 拡充等の内容 

（１） 一般生活資金 旅行、家電、家具の購入等、その他生活の安定のために必要な資金を明文化 

（２） 教育資金   塾、講座受講、資格取得等、教育に関連する資金用途の拡充 

（３） 自動車資金  車検、運転免許取得、タイヤ等、自動車に関連する資金用途の拡充 

（４） 融資対象者の資格緩和 

 ・市町村民税の完納や連帯保証人を付すことは求めない。 

・各資金を重複して融資を受けることも可とする。 

 

資料５ 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 資金用途の拡充や融資対象者の資格の見直し及び添付書類の簡略化等により、制度の利用が促進

され、中小企業勤労者の生活の維持安定が図られる。 

【市財政への負担】 

 なし 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

１．県内で制度を導入している自治体（１４自治体） 

宮城県、仙台市、塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大

崎市、松島町、七ヶ浜町、利府町 

 

２．拡充後の資金用途にて制度が運用されている自治体 

８自治体 

 

３．拡充後の融資対象者の資格等で運用されている自治体 

１３自治体 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和６年２月 石巻市勤労者生活安定資金融資規則の一部改正 

（施行予定年月日：令和６年４月１日） 

⑨ その他 

融資を受ける者は担保不要。東北労働金庫指定の保証機関を利用し保証料は東北労働金庫が負担。 

 

 


